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　身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和７年２月27日

	 長野県知事　阿　部　守　一

長野県規則第２号

　　　身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則

　身体障害者福祉法施行細則（昭和35年長野県規則第34号）の一部を次のように改正する。

　様式第２号中

「

」

を

殿

氏
ふり

　　名
かな

年　月　日生
個人番号

「

」

に、「私は」を「私は（下記の者は）」に、

殿
　　　　〒

届出者　

居	住	地

氏
ふり

　　名
かな

年　月　日生
電話番号

届出に係る身体障害者との続柄
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「

」

を

１　新居住地

　　旧居住地

２　新氏
ふり

名
かな

　　旧氏
ふり

名
かな

15歳未満の児童の場合

新氏
ふり

名
かな

旧氏
ふり

名
かな

年　月　日生

個人番号

「

」

に、

１　変更の内容

　⑴　新居住地

　⑵　旧居住地

　⑶　新	氏
ふり

 名
かな

　⑷　旧	氏
ふり

 名
かな

２　届出に係る身体障害者

居	住	地※
〒

氏
ふり

　　名
かな

※

生年月日※

個人番号

「

」

を

手帳番号 交付年月日 障　害　名 等　級
児童との

続　　柄

県
　　年	月	日 種　級

第　　号

備　　考

「

」

に改め、同様式の備考の１を次の

手帳番号 交付年月日 障　害　名 等　級

	県（市）
　　年	月	日 種　級

第　　　号

備　　　考

ように改める。

　　　　　　１　15歳未満の児童については、保護者が代わつて届け出ること。

　様式第２号の備考の２を同備考の３とし、同備考の１の次に次のように加える。

　　　　　　２　届出者欄の記載内容と同じ場合には、※欄の記載は、省略することができること。

　様式第３号中

「

」

を

殿

居住地

氏
ふり

　名
かな

年　月　日生

個人番号

続柄（ただし、15歳未満の児童の場合）

15歳未満の

児童の氏
ふり

名
かな

年　月　日生

個人番号
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「

」

に、

殿
　　　　〒

申請者　

居	住	地

氏
ふり

　　名
かな

年　月　日生
電話番号

申請に係る身体障害者との続柄

「

」

を
　⑸　その他（　　　　）

２

「

」

に、「県　　号」を

　⑸　その他（　　　　）

２　申請に係る身体障害者

居	住	地※
〒

氏
ふり

　　名
かな

※

生年月日※

個人番号

３　既交付の身体障害者手帳の記載の内容　　

「県（市）　　号」に、
「

」
を
「

」
に改め、同様式の備考の１を次のように改める。等　級 種　級種／級

　　　　　　１　15歳未満の児童については、保護者が代わつて申請すること。

　様式第３号の備考の３を同備考の４とし、同備考の２を同備考の３とし、同備考の１の次に次のように加える。

　　　　　　２　申請者欄の記載内容と同じ場合には、※欄の記載は、省略することができること。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、令和７年４月１日から施行する。

　（用紙の使用に関する経過措置）

２	　この規則の施行前に、この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、この規則の施行後に

おいても、当分の間、使用することができる。

障がい者支援課

　聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和７年２月27日

	 長野県公安委員会委員長　柳　平　千代一

長野県公安委員会規則第１号

　　　聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部を改正する規則

　聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成８年長野県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

　第11条第２項中「聴聞を行う公安委員会等の掲示板に掲示して」を「インターネットの利用その他の方法により」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和７年３月１日から施行する。

総　務　課


